
①　監査を担当する主たる部局の名称

機関名 担当部局名

内閣官房 内閣総務官室

内閣法制局 長官総務室

人事院 総務課広報情報室

内閣府 大臣官房総務課

宮内庁 長官官房秘書課調査企画室

公正取引委員会 官房総務課

国家公安委員会 警察庁長官官房総務課

警察庁 長官官房総務課

防衛庁 監査責任者は、所属する機関（部隊等）における保有個人情報の管理に係る
事務を統括管理等する機関保護管理者等単位で指定することとしている。

防衛施設庁 総務部行政評価官

金融庁 総務企画局　政策課

総務省 大臣官房政策評価広報課

公害等調整委員会 公害等調整委員会事務局

消防庁 総務課

法務省 大臣官房秘書課

公安審査委員会 公安審査委員会事務局

公安調査庁 総務部総務課審理室

検察庁 監察室

外務省 大臣官房総務課情報公開室

財務省 大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室

国税庁 長官官房監督評価官室

文部科学省 大臣官房総務課情報公開・個人情報保護室

文化庁 政策課

厚生労働省 大臣官房総務課情報公開文書室

中央労働委員会 中央労働委員会事務局総務課

社会保険庁 総務部サービス推進課

農林水産省 大臣官房情報課

林野庁 林政部林政課（主担当：農林水産省大臣官房情報課）

水産庁 漁政部漁政課（主担当：農林水産省大臣官房情報課）

経済産業省 大臣官房情報システム厚生課個人情報保護室

資源エネルギー庁 経済産業省大臣官房情報システム厚生課個人情報保護室

特許庁 総務部秘書課情報公開推進室

中小企業庁 経済産業省大臣官房情報システム厚生課個人情報保護室

国土交通省 総合政策局情報管理部情報企画課

船員労働委員会 船員中央労働委員会事務局、船員地方労働委員会事務局（１１ヶ所）

気象庁 総務部

海上保安庁 監察官事務室

海難審判庁 高等海難審判庁総務課

環境省 大臣官房総務課情報公開閲覧室

会計検査院 事務総長官房　総務課



②　監査を実施していない理由

機関名 監査を実施していない理由

内閣官房 監査の実施方法等の検討を進めているところであり、平成18年度には監査を実
施する予定

国家公安委員会 国家公安委員会で保有する個人情報については、警察庁において監査を実施
するものである。平成17年度においては、警察庁は行政機関の保有する個人
情報の保護に関する法律第11条の規定により個人情報ファイル簿への掲載が
義務付けられている個人情報ファイルを対象として監査を実施したところ、国家
公安委員会は監査対象となる個人情報ファイルを保有していなかったため。

公害等調整委員会 公害等調整委員会には法第11条に基づき公表している個人情報ファイル簿が
存在しないこと、また、点検結果を見る限り、本年度についてはその必要性がな
いと判断したため。なお、そのほかの個人情報について、平成18年度は、点検
結果を踏まえた監査を実施することを検討している。

公安審査委員会 平成１７年度においては，監査を実施していないが，平成１８年度においては，
しかるべき時期に実施する予定である。

財務省 平成17年度末に行った省内一斉点検の結果を踏まえ、監査を実施することとし
ている。

中央労働委員会 組織改正、労働委員会制度改正の影響等により、十分な準備ができなかったた
め。

農林水産省 平成１８年度実施予定のため。

林野庁 平成１８年度実施予定のため。

水産庁 平成１８年度実施予定のため。

船員労働委員会 保有する個人情報は、保護管理者の執務室内以外にはなく、常時、保護管理
者が適正な管理を行っている。

海難審判庁 総括保護管理者（担当部局）による「点検」により、監査実施を省略。

環境省 保護管理者による日常的な点検により適切な管理が行われている。



【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況】
①　法令に基づく場合

行政機関名

法務省

被収容者身分帳簿 ﾏﾆｭｱﾙ処理

市役所 無

福祉保健所、県地方局 無

税事務所 無

保健所 無

一部 地方税法第２０条の１１、児童扶養手当法第３０条

一部 生活保護法第２９条

一部 地方税法第２０条の１１

一部 結核予防法第２２条及び第２３条

一部 犯罪者予防更生法第５７条第１項

弁護士会 無 一部 弁護士法第２３条の２第２項

同上 無

保護観察所 無

一部 同上

診療録 ﾏﾆｭｱﾙ処理 都道府県 無 一部 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２６条

診療録 ﾏﾆｭｱﾙ処理

日本人出帰国記録マスタ
ファイル

電算処理

弁護士会 無

検察庁 無

裁判所 無

国税庁・税務署 無

一部 弁護士法第２３条の２第２項

一部
非訟事件手続法１６３条第３項、民事訴訟法第１８９条第
３項

一部
民事訴訟法第１８６条、民事執行法第１８条、家事審判
規則第８条、家事審判規則第７条２、少年法第１６条第２
項

税関 無 一部 関税法第１０５条の２

国税局 無 一部
相続税法第６０条の２、消費税法第６３条、証券取引法
第２１０条第２項

証券取引等監視委員会 無 一部 証券取引法第２１０条第２項

県税事務所・市区町村 無 一部 地方税法第２０条の１１

都道府県知事・市区町村長 無 一部 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２３条の５

利用・提供した記録項目の範囲 利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項

一部 所得税法第２３５条第２項・法人税法第１５６条の２

個人情報ファイルの名称
電算処理・ﾏﾆｭｱﾙ
処理処理の別 利用・提供先

経常的提供
先としての
記載の有無



行政機関名 利用・提供した記録項目の範囲 利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項個人情報ファイルの名称
電算処理・ﾏﾆｭｱﾙ
処理処理の別 利用・提供先

経常的提供
先としての
記載の有無

外務省

都道府県知事・市区町村長 無 一部 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２３条の５

県税事務所・市区町村 無 一部 地方税法第２０条の１１

証券取引等監視委員会 無 一部 証券取引法第２１０条第２項

国税局 無 一部
相続税法第６０条の２、消費税法第６３条、証券取引法
第２１０条第２項

国税庁・税務署 無 一部 所得税法第２３５条第２項・法人税法第１５６条の２

一部 弁護士法第２３条の２第２項

一部 関税法第１０５条の２

一部
非訟事件手続法１６３条第３項、民事訴訟法第１８９条第
３項

一部
民事訴訟法第１８６条、民事執行法第１８条、家事審判
規則第８条、家事審判規則第７条２、少年法第１６条第２
項

外国人登録マスタファイル 電算処理

弁護士会 無

裁判所 無

税関 無

検察庁 無

都道府県知事・市区町村長 無 一部 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２３条の５

県税事務所・市区町村 無 一部 地方税法第２０条の１１

証券取引等監視委員会 無 一部 証券取引法第２１０条第２項

国税局 無 一部
相続税法第６０条の２、消費税法第６３条、証券取引法
第２１０条第２項

一部 関税法第１０５条の２

国税庁・税務署 無 一部 所得税法第２３５条第２項・法人税法第１５６条の２

在留届ファイル

旅券管理マスタファイル
一部

電算処理
国税庁、各国税局及び各
税務署

各税関 無

同上

電算処理

関税法第１０５条の２及び消費税法第６３条

一部

無 一部

同上

所得税法第２３５条第２項、消費税法第６３条

無

地方税法第２０条の１１及び第３５３条第１項

地方裁判所 無 一部 民事訴訟法第１８６条

市町村 無 一部

外国人出入国マスタファイ
ル

電算処理

弁護士会 無

検察庁 無

裁判所 無

税関 無

一部
民事訴訟法第１８６条、民事執行法第１８条、家事審判
規則第８条、家事審判規則第７条２、少年法第１６条第２
項

一部 弁護士法第２３条の２第２項

一部
非訟事件手続法１６３条第３項、民事訴訟法第１８９条第
３項



行政機関名 利用・提供した記録項目の範囲 利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項個人情報ファイルの名称
電算処理・ﾏﾆｭｱﾙ
処理処理の別 利用・提供先

経常的提供
先としての
記載の有無

国税庁

厚生労働省

社会保険庁

雇用保険支給台帳

高年齢雇用継続
給付台帳

相続税決議書（一般）

個人課税台帳

青色決算書・収支内訳書

相続税決議書（納税猶予）

電算処理

電算処理

有

無

有

有

社会保険庁

社会保険庁

一部

一部

一部

一部

戦傷病者戦没者遺族等援護法（４６条）国民生活金融公
庫が行う恩給担保金融に関する法律（８条）沖縄振興開
発金融公庫法（１９条）

弁護士法第23条の２第2項、家事審判規則第8条

厚生年金保険法附則第７条の四

厚生年金保険法附則第７条の五

有 全部 同上支払決議書 ﾏﾆｭｱﾙ処理 同上

有 全部 同上

ﾏﾆｭｱﾙ処理 同上

ﾏﾆｭｱﾙ処理 同上

有

全部 同上

全部 同上

ﾏﾆｭｱﾙ処理 同上

有ﾏﾆｭｱﾙ処理 会計検査院 全部

無

会計検査院法第24条及び計算証明規則

有 全部
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の
協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する
法律第７５条第１項

全部 同上
健保厚年喪失被保険者
ファイル

健保厚年現存被保険者
ファイル

電算処理 ドイツ保険者

同上 有

有
健保厚年任継第四種被保
険者ファイル

電算処理 同上 全部 同上

電算処理

船保厚年被保険者ファイ
ル

電算処理 同上 有 全部 同上

国年被保険者ファイル 電算処理 同上 有 全部 同上

健保給付ファイル 電算処理 同上 有 全部 同上

年金受給権者ファイル 電算処理 同上 有 全部 同上

基礎年金番号管理ファイ
ル

電算処理 同上 有 全部 同上

健保厚年現存被保険者
ファイル

電算処理 イギリス連絡機関 有 全部
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部
アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する法律第１７条第１項

健保厚年任継第四種被保
険者ファイル

電算処理 同上 有 全部 同上

船保厚年被保険者ファイ
ル

電算処理 同上 有 全部 同上

国年被保険者ファイル 電算処理 同上 有 全部 同上

健保給付ファイル 電算処理 同上 有 全部 同上

有 全部 同上
基礎年金番号管理ファイ
ル

電算処理 同上

援護年金受給者データ
ファイル

電算処理
国民生活金融公庫・沖縄振興開発金
融公庫

旧陸海軍等人事関係資料 電算処理 家庭裁判所、弁護士会



行政機関名 利用・提供した記録項目の範囲 利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項個人情報ファイルの名称
電算処理・ﾏﾆｭｱﾙ
処理処理の別 利用・提供先

経常的提供
先としての
記載の有無

資源エネルギー庁

特許庁

国土交通省

無 一部産業財産権登録ファイル 電算処理 税務署、都道府県、市町村

無 一部
認定電気工事資格者デー
タベース及び特種電気工
事資格者データベース

ﾏﾆｭｱﾙ処理 同上

自家用電気工作物データ
ベース

ﾏﾆｭｱﾙ処理 税務署

法人税法第１５６条の２，所得税法第２３５条第２項、地
方税法第７２条の６８第６項、国税徴収法第１４１条

同上

消費税法第６３条及び所得税法第２３５条第２項無 一部

無 一部 民事訴訟法第186条
自動車損害賠償保障事業
システムファイル

電算処理 地方裁判所

締約国資格受有者承認原
簿ファイル

電算処理 海難審判庁、税関 無 一部 海難審判法第３２条、関税法第１０５条の２

海技士免許原簿ファイル 電算処理 同上 無 一部 同上

無 一部 同上
小型船舶操縦士免許原簿
ファイル

電算処理 同上

無 全部 関税法第１０５条の２船員原簿ファイル 電算処理 税関



②　法第８条第２項に基づく場合

行政機関名 利用・提供先

宮内庁
皇宮警察本部

皇宮警察本部

報道機関

皇宮警察本部

報道機関

報道機関

皇宮警察本部

報道機関

報道機関

公正取引委員会
日本パン公正取引協議会，全国ビスケット公正取引協
議会，アイスクリーム類及び氷菓公正取引協議会，果
汁飲料公正取引協議会，全国コーヒー飲料公正取引協
議会，チョコレート利用食品公正取引協議会，はっ酵
乳，乳酸菌飲料公正取引協議会，全国食肉公正取引
協議会，全国食酢公正取引協議会，全国食品缶詰公
正取引協議会，全国観光土産品公正取引協議会，ペッ
トフード公正取引協議会，全国チョコレート業公正取引
協議会，チーズ公正取引協議会，全国飲用牛乳公正取
引協議会，社団法人全国公正取引協議会連合会

総務省
厚生労働省社会・援護局

法務省
National Conference of Bar Examiners（全米弁護士試
験委員会）

国立大学

私立大学

警察庁

利用・提供した記録項目
の範囲

根拠規定
（法８条２
項各号の
別）

３号

３号

３号

４号

４号

有

皇居内・赤坂御用地内に入門可能な商工業者，公
共団体等の職員であることを周知させるため

平成１７年春の勲章・褒
章拝謁者名簿

ﾏﾆｭｱﾙ処理
有 全部

通行証ファイル 電算処理 有 全部

皇宮警察本部において，拝謁行事に伴う皇居内へ
の入門者を把握し，入門を円滑に行うため。

利用・提供理由個人情報ファイルの名称
電算処理・
マニュアル
処理の別

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

有 一部 ４号 皇室の活動を広く紹介するため

平成１７年秋の勲章・褒
章拝謁者名簿

ﾏﾆｭｱﾙ処理
有 全部

一部

皇宮警察本部において，拝謁行事に伴う皇居内へ
の入門者を把握し，入門を円滑に行うため。

有 一部 ４号 皇室の活動を広く紹介するため

ﾏﾆｭｱﾙ処理
平成１７年園遊会（秋）招
待者名簿

皇室の活動を広く紹介するため

有 全部 ３号
皇宮警察本部において，入門者を把握し，入門を
円滑に行うため

平成１７年園遊会（春）招
待者名簿

ﾏﾆｭｱﾙ処理 有

消費者モニター名簿（平
成１７年）

ﾏﾆｭｱﾙ処理 無 一部

報道機関等への取材の便宜のため

有 一部

皇室の活動を広く紹介するため

1号
希望者に試買検査会等の開催案内を送付するた
め。

一部有

一部 １号

恩給等受給者データベー
ス

電算処理 第３号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基
づく事務のため。

３号
警察法第２条第１項の規定により警察の責務とさ
れる犯罪の捜査に有効に活用されるものと認めら
れるため。

被収容者データファイル 電算処理 無 一部

3号 教育の効果の検証及び教育改善

無 一部 ４号 教育の効果の検証及び教育改善

旧司法試験第二次試験
ファイル

電算処理

無 一部 １号 本人の同意を得ている

無 一部



行政機関名 利用・提供先
利用・提供した記録項目
の範囲

根拠規定
（法８条２
項各号の
別）

利用・提供理由個人情報ファイルの名称
電算処理・
マニュアル
処理の別

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

検察庁

警察庁

地方更生保護委員会・保護観察所

市区町村

病院

外務省

３号 紹介状

日本人出帰国記録マスタ
ファイル

電算処理 有 一部 ３号
「旅券番号」の提供。
旅券発給業務について，旅券の二重発給を防止す
るため。

診療録 ﾏﾆｭｱﾙ処理 無 一部

無 一部 ３号
・国民健康保険事務処理のため
・刑の執行終了等の場合における通報のため

３号
・子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑
者の釈放等に関する情報提供のため

無 一部 ３号 ・仮出獄の事務のため

被収容者身分帳簿 ﾏﾆｭｱﾙ処理

無 一部 ３号

・被害者等に対する受刑者の釈放に関する通知の
ため
・刑の執行終了等の場合における検察官に対する
通報のため
・被収容者が死亡した場合における通報のため
・仮出獄等の通知

無 一部



行政機関名 利用・提供先
利用・提供した記録項目
の範囲

根拠規定
（法８条２
項各号の
別）

利用・提供理由個人情報ファイルの名称
電算処理・
マニュアル
処理の別

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

外務省
宮内庁式部職及び東宮職

（社）日本新聞協会

関西国際広報センター

財務省関税局監視課

法務省入国管理局

国税庁
人事院

厚生労働省 裁判所

（財）藤田建設労務援護会

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

財団法人雇用情報センター

高年齢者雇用状況報告
業務ファイル

電算処理 有

求職台帳 電算処理

有
障害者雇用状況報告業
務ファイル

無

電算処理

４号 訟務において必要であったため

有
労働者災害補償保険年
金受給者ファイル

電算処理 一部 ４号
本人は提供先より援護金の贈与を受けられること
から、明らかに本人の利益となるため

無じん肺管理区分情報 電算処理 一部

無 一部

無 一部

電算処理

４号

日本新聞協会が主催する在日外国報道関係者招
待レセプションや、国際交流事業の案内、ニュー
ス・レター等の情報の提供が受けられることは、日
本で取材活動を行う在日外国報道関係者にとっ
て、日本の報道界の動向に関する理解の増進、取
材ソースの増加、記者間のネットワーク形成の促
進等、日本における取材・報道活動の利便性向上
に資するとの観点から、明らかに在日報道関係者
本人の利益になると判断されたため。

外国人叙勲名簿 電算処理 有 一部

在日外国報道関係者ファ
イル

４号

関西国際広報センターが主催する在日外国報道
関係者向けツアーやジャーナリストフォーラム等の
国際交流事業の案内、ニュースレター等の情報の
提供が受けられることは、日本で取材活動を行う
在日外国報道関係者にとって、関西事情の正確な
理解の増進、取材ソースの増加、記者間のネット
ワーク形成の促進等、日本における取材・報道活
動の利便性向上に資するとの観点から、明らかに
在日報道関係者本人の利益になると判断されたた
め。

３号
儀礼上必要な場合、外国王族等のわが国勲章の
叙勲情報を確認するため。

邦人援護事務処理ファイ
ル

電算処理 無 一部

旅券管理マスタファイル 電算処理 有 一部

３号
関税局監視課の所掌事務の遂行に必要不可欠で
あったため。

３号
旅券の発給事実と出入国日本人の突き合わせを
行うことにより出入国に係る不正行為を防止するた
め。

３号
人事院において、職種別民間給与実態調査の事
業所別台帳を作成しており、当該作業に必要な基
礎データを提供

源泉徴収義務者ファイル 電算処理 有 一部

全部 ３号

高年齢者雇用安定法第４９条第１項第２号業務（継
続雇用制度等の導入の際に必要となる個別企業
の労務管理見直しに係る専門的・技術的援助）を
適切に実施する際、「高年齢者雇用推進者氏名」
等を含む高年齢者雇用状況報告の情報が必要不
可欠であるため

全部 ３号

障害者の雇用の促進等に関する法律第53条業務
（障害者雇用納付金の徴収）を実施する際、障害
者雇用状況報告業務ファイルの情報が不可欠であ
るため

一部 ４号
厚生労働省委託事業である労働市場情報提供事
業の実施に際して求職台帳の記録項目が必要不
可欠であるため



行政機関名 利用・提供先
利用・提供した記録項目
の範囲

根拠規定
（法８条２
項各号の
別）

利用・提供理由個人情報ファイルの名称
電算処理・
マニュアル
処理の別

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

（独法）雇用・能力開発機構秋田センター、（独法）雇用・
能力開発機構秋田職業能力開発促進センター、秋田県
立技術専門学校、

（財）介護労働安定センター秋田支部

委託医療機関

システム利用登録企業

システム利用登録企業

独立行政法人労働者健康福祉機構
吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

広島中央労働基準監督署労災第１・２課

健康診断委託医療機関

受託健康診断実施機関

国立循環器病センター運営局

国立成育医療センター運営部 無
診療録及び診療諸記録
ファイル

電算処理

無患者基本情報ファイル

健康管理手帳交付台帳 ﾏﾆｭｱﾙ処理

電算処理

有

健康管理手帳交付者情
報

電算処理 有

求職公開登録者ファイル 電算処理

マニュアル処理 無

有

健康管理手帳台帳 電算処理

有外国人求職情報システム 電算処理

無

一部 ４号
職業訓練受講指示に係る審査に必要であり、当該
個人情報ファイルの情報が不可欠のため

一部 1号
健康診断の受診案内を病院が本人宛通知し、準備
するための資料

職業訓練受講指示システム 電算処理

一部 ３号 職業訓練受講指示に係る審査に必要であるため有

有

本人同意を得た上、当該求人企業に提供

一部 1号 本人同意を得た上、当該求人企業に提供

一部 1号

一部 ３号 義肢の耐用年数の確認のため

障害（補償）年金給付原
票

ﾏﾆｭｱﾙ処理 無 一部 ２号 義肢の請求日の支給年月日の確認のため

労働福祉事業原票

健康診断の受診案内を病院が本人宛通知し、準備
するための資料

一部 １号
健康診断の受診案内を病院が本人宛通知し、準備
するための資料

一部 １号

一部 ２号 学術研究

一部 ２号 学術研究



行政機関名 利用・提供先
利用・提供した記録項目
の範囲

根拠規定
（法８条２
項各号の
別）

利用・提供理由個人情報ファイルの名称
電算処理・
マニュアル
処理の別

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

社会保険庁 都道府県議会議員共済会・市議会議員共済会・町村議
会議員共済会

（財）社会保険健康事業財団

都道府県議会議員共済会・市議会議員共済会・町村議
会議員共済会

企業年金連合会

独立行政法人福祉医療機構

都道府県議会議員共済会・市議会議員共済会・町村議
会議員共済会

独立行政法人福祉医療機構

(財)船員保険会

独立行政法人福祉医療機構

独立行政法人農業者年金基金

国民年金基金連合会

独立行政法人福祉医療機構

独立行政法人農業者年金基金

国民年金基金連合会

企業年金連合会

沖縄振興開発金融公庫

国民生活金融公庫

厚生労働省保険局

独立行政法人福祉医療機構

国家公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団

農林漁業団体職員共済組合

国家公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団

農林漁業団体職員共済組合

地方公務員共済組合連合会

電算処理
４号

４号
議員加入期間と厚生年金被保険者期間の重複期
間を確認するため

有 一部
健保厚年現存被保険者
ファイル

電算処理

３号

生活習慣病予防健診における受給資格の確認の
ため

有 一部 ４号
議員加入期間と厚生年金被保険者期間の重複期
間を確認するため

有 一部

厚生年金基金が行う年金給付及び年金相談を円
滑に行うため

有 一部

健保厚年喪失被保険者
ファイル 有 一部 ４号

議員加入期間と厚生年金被保険者期間の重複期
間を確認するため

有 一部

貸付条件の審査等のため

４号

電算処理 有 一部
船保厚年被保険者ファイ
ル

貸付条件の審査等のため

有 一部

有 一部 ３号

国年被保険者ファイル 電算処理

３号 貸付条件の審査等のため

４号
生活習慣病予防健診における受給資格の確認の
ため

３号
国民年金と農業者年金の被保険者期間の整合性
の確保のため

有 一部

有 一部

３号

４号

有 一部

健保給付ファイル 電算処理

有 一部

有 一部

国民年金基金の加入資格の確認のため

３号 貸付条件の審査等のため

４号 国民年金基金の加入資格の確認のため

国民年金と農業者年金の被保険者期間の整合性
の確保のため

電算処理

有 一部

有 一部

有 一部 ３号 貸付条件の審査等のため

有 一部 ４号
厚生年金基金が行う年金給付及び年金相談を円
滑に行うため

３号 貸付条件の審査等のため

３号 退職者医療制度対象者の適正な適用のため有 一部

貸付条件の審査等のため

４号 基礎年金番号の確認のため

４号 基礎年金番号の確認のため

４号 基礎年金番号の確認のため基礎年金番号管理ファイ
ル

電算処理

３号

有 一部

有 一部

有 一部

年金受給権者ファイル

有 一部

４号

４号

有 一部

雇用情報ファイル 電算処理
有 一部

有 一部

有 一部

基礎年金番号の確認のため

４号
失業保険及び高齢者雇用継続給付との併給調整
のため

４号
失業保険及び高齢者雇用継続給付との併給調整
のため

失業保険及び高齢者雇用継続給付との併給調整
のため

介護保険情報ファイル 電算処理 有 一部

４号
失業保険及び高齢者雇用継続給付との併給調整
のため

４号 特別徴収対象者の確定のため



行政機関名 利用・提供先
利用・提供した記録項目
の範囲

根拠規定
（法８条２
項各号の
別）

利用・提供理由個人情報ファイルの名称
電算処理・
マニュアル
処理の別

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

資源エネルギー庁
資源エネルギー庁電力・ガス事業部

国土交通省
福祉事務所

（財）自動車検査登録協力会

総務省自治税務局固定資産税課

自家用電気工作物データ
ベース

電算処理 有 全部 ２号 電力需要調査

３号 生活保護法第29条に基づく調査嘱託

４号
提供先の業務（自動車検査登録に関する情報の編
集処理及び提供の業務）の実施のため

自動車損害賠償保障事
業システムファイル

電算処理

二輪自動車検査ファイル 電算処理 無 全部

無 一部

３号
地方税法第３８９条第１項に基づく固定資産税の税
額決定等のため

船舶原簿 電算処理 有 一部



①　延長手続を採らなかった事案に係るもので30日以内に開示決定等がされなかったもの

機関名

社会保険庁

超過日数 30日以内に決定されなかった理由

9
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

8
事務処理方式の変更と５月連休にかかり処理
日数を要した。

28
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

件名 受付年月日 期限 決定年月日

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.14 H17.5.13 H17.5.25

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.14 H17.5.13 H17.5.25

H17.5.18 H17.5.23

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.5.20

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.18

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.22

診療報酬明細書等の開示請求 H17.7.8 H17.8.7 H17.8.10

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.6 H17.5.5 H17.5.13

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.6 H17.5.5 H17.6.2

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.8

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.14 H17.5.13 H17.5.25

H17.5.7 H17.5.16

診療報酬明細書等の開示請求 H17.4.14 H17.5.13 H17.5.25

H17.5.22 H17.6.24

5
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

33
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

5
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

H17.6.25 H17.7.27

H17.6.19 H17.6.24

32
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.6.9 H17.7.9 H17.8.11 33
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.5.27

診療報酬明細書等の開示請求 H17.6.17 H17.7.17 H17.9.14

診療報酬明細書等の開示請求 H17.7.5 H17.8.4 H17.8.10

3
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

59
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

6
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため



機関名 超過日数 30日以内に決定されなかった理由件名 受付年月日 期限 決定年月日

2
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

H17.10.5 H17.10.7

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.7

1
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

H17.8.12 H17.9.5

診療報酬明細書等の開示請求 H17.7.19 H17.8.18 H17.10.5

H17.9.28 H17.9.29診療報酬明細書等の開示請求 H17.8.29

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.6

H17.10.6 H17.10.17

11
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

11
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

11
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.9 H17.10.9 H17.10.20

25
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.13

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.13 H17.10.13 H17.11.7

H17.10.13 H17.10.24

3
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

24
請求対象である診療報酬明細書に不存在部
分（自責受診）があり、当該部分の確認に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.7.8

診療報酬明細書等の開示請求 H17.7.13 H17.8.12 H17.9.5

H17.8.7 H17.8.10

24
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.7.15 H18.8.15 H18.8.19 4
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.7.13

8
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.8.12 H17.9.11 H17.11.15

48
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

65
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

4
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.8.19

診療報酬明細書等の開示請求 H17.8.23 H17.9.22 H17.9.26

H17.9.18 H17.9.26

10
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.8.26 H17.9.25 H17.10.5



機関名 超過日数 30日以内に決定されなかった理由件名 受付年月日 期限 決定年月日

52
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.28 H17.11.27 H18.1.18

18
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.24

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.25 H17.11.24 H17.12.12

H17.11.23 H17.12.26

35
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

33
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.20 H17.11.19 H17.12.1

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.12 H17.11.11 H17.12.16

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.4 H17.11.3 H17.12.1

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.1 H17.10.31 H17.11.19

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.28 H17.10.28 H18.2.27

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.20 H17.10.20 H17.12.12

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.21 H17.10.21 H17.12.1

53
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

41
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

2
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.26

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.27 H17.10.27 H17.10.29

H17.10.26 H17.11.7

診療報酬明細書等の開示請求 H17.9.27 H17.10.27 H17.12.12

13
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.10.31 H17.11.30 H17.12.1

46
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

1
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

122
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

19
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

28
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

13
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.2

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.2 H17.12.2 H17.12.15

H17.12.2 H17.12.15



機関名 超過日数 30日以内に決定されなかった理由件名 受付年月日 期限 決定年月日

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.2 H17.12.2 H17.12.15

13
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.2 H17.12.2 H17.12.15

13
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

13
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.2

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.4 H17.12.4 H17.12.16

H17.12.2 H17.12.15

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.4 H17.12.4 H17.12.13

73
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.7 H17.12.7 H18.3.9

9
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

92
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

19
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.16

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.22 H17.12.22 H18.1.10

H17.12.16 H18.2.27

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.24 H17.12.26 H18.2.13

12
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.11.25 H17.12.25 H17.12.28

49
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

3
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

13
第三者（医療機関）に対する意見照会に時間
を要したため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.5

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.8 H18.1.7 H18.1.20

H18.1.4 H18.1.16

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.13 H18.1.12 H18.1.16

1
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.16 H18.1.15 H18.1.16

4
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

1
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

18
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.16

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.20 H18.1.19 H18.2.6

H18.1.15 H18.1.16



機関名 超過日数 30日以内に決定されなかった理由件名 受付年月日 期限 決定年月日

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.21 H18.1.20 H18.1.31

9
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H17.12.21 H18.1.20 H18.3.16

11
請求者の転居先が不明で連絡が取れなかっ
たため

56
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

5
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H18.1.19

診療報酬明細書等の開示請求 H18.1.25 H18.2.24 H18.3.1

H18.2.18 H18.2.27

診療報酬明細書等の開示請求 H18.1.26 H18.2.25 H18.3.29

18
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H18.1.26 H18.2.25 H18.3.29

32
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

32
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

7
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

診療報酬明細書等の開示請求 H18.2.9

診療報酬明細書等の開示請求 H18.2.20 H18.3.22 H18.3.29

H18.3.11 H18.3.29



②　延長手続を採った事案に係るもので延長した期限までに決定されなかったもの

機関名
社会保険庁

診療報酬明細書等の開示請求 H17.6.21 H17.7.21 H17.12.1

件名 受付年月日 期限 決定年月日

103
対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療
報酬支払基金から到着していなかったため

超過日数 期限までに決定されなかった理由



③　延長手続を採っていない事案で、30日を超過しているもの

機関名

社会保険庁

対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療報酬支払基金から
到着していなかったため。

診療報酬明細書等開示請求書 H18.2.21 H18.3.23

診療報酬明細書等開示請求書 H18.2.28 H18.3.30 2

9

32 第三者（医療機関）に対する意見照会に時間を要したため。

対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療報酬支払基金から
到着していなかったため。

対象の診療報酬明細書等が、社会保険診療報酬支払基金から
到着していなかったため。

診療報酬明細書等開示請求書 H18.1.27 H18.2.26

診療報酬明細書等開示請求書 H18.2.17 H18.3.19 13

30日以内に決定されなかった理由件名 受付年月日 期限 超過日数



④　調査日現在、審査会への諮問準備中等の事案のうち、不服申立てを受けてからの経過日数が90日超のもの

機関名
法務省

厚生労働省

国土交通省
業務多忙による事務処理の遅れ

業務多忙のため

18.4.19諮問

離職票補正願

特定の行刑施設で保有する本人に係る診療記
録

H17.11.29

不服申立てに係る事案の処理が集中している上に、不服申立
てに係る事案の処理以外の業務が著しく多忙であるため。ま
た、対象行政文書が大量であり、各頁ごとに記載されている
各々の情報について開示・不開示に該当するかを検討してい
ることから、諮問までの日数を要している。

個不2号平17.4.18東京労災病院提出の意見書
及び添付資料

H17.8.24 219

H17.9.6 206 業務が繁忙を極めているため

件名

中国運輸局が行った不開示決定に対する不服
申立て

H17.10.17 134

受付年月日

個不第７号　助言・指導処理票 H17.10.4 178

厚生労働省職業安定局雇用保険課からの請
求人宛文書

H17.10.6

備考

開示決定の妥当性の審理に相応の時間を要したことに加え，
個人情報の大規模な流出事案への対応，個人情報の点検・監
査等の事務，情報公開・個人情報保護審査会対応等に相応の
時間を要したため。

経過日数

18.4.24諮問

90日以内に諮問できなかった特段の事情

123

情報公開法に基づく審査請求関係書類 H17.10.6 176 業務が繁忙を極めているため

176 業務が繁忙を極めているため

情報公開法に基づく審査請求関係書類 H17.10.20 159 業務が繁忙を極めているため

個不6号労災保険不支給決定に係る局医意見
書及び調査結果復命書

H17.10.7 175

不服申立てに係る事案の処理が集中している上に、不服申立
てに係る事案の処理以外の業務が著しく多忙であるため。ま
た、対象行政文書が大量であり、各頁ごとに記載されている
各々の情報について開示・不開示に該当するかを検討してい
ることから、諮問までの日数を要している。

職業安定局首席職業指導官室の保有する意
義申立人に係る個人情報の全部開示に対する
異議申し立て

H17.11.4 135
当該異議申立て以前に前例となる同様な事案がなかったた
め、慎重な判断が必要であり、また、通常業務が繁忙であった
ため。

情報公開法に基づく審査請求関係書類 H17.10.20 159 業務が繁忙を極めているため

平成１７年個不受付第１１号「請求人の特定事
業者での時間外労働手当未払いに関するさい
たま労基署の申告処理関係書類中、労働時間
の集計表ほか会社が提出した書類一切」

H17.12.9 112
不服申立てに係る事案の処理が集中している上に、不服申立
てに係る事案の処理以外の業務が著しく繁忙であるため。

17年度個人情報保護法関係請求綴り H17.12.19 102 業務が繁忙を極めているため

17年度個人情報保護法関係請求綴り H17.12.20 101 業務が繁忙を極めているため



機関名
国土交通省

⑥　今年度中に審査会に諮問した事案のうち、不服申立てを受けてから審査会に諮問した日までに要した日数が90日超のもの

機関名
法務省

国税庁

厚生労働省

件名 答申年月日 裁決・決定日 要した日数

本人が使用である車両に係る継続検査申請書
等の一部開示決定に関する件 H17.12.14 H18.3.6 82

平成１７年個不受付第１２号「平成１６年１１月１
日に、私が富士労働基準監督署に対して行っ
た、労働基準法第１０４条第１項に基づく申告
により、富士労働基準監督署が特定事業者に
対して行政指導を行った内容（是正勧告書及
び指導票）。」

H17.12.12

17.07.08付の保有個人情報の開示をしない旨
の決定処分に対する保有個人情報の全部開
示を求める異議申立て

H17.8.10

不服申立てに係る事案の処理が集中している上に、不服申立
てに係る事案の処理以外の業務が著しく繁忙であるため。

当庁における最初の審査請求事案であり、対象となる保有個
人情報(行政文書)についても膨大な量であったため慎重に検
討していたところ、90日を経過する前に審査請求人から行政不
服審査法に基づく口頭意見陳述の申出があり、これを実施し
た。諮問に当たっては、当該口頭意見陳述の内容も踏まえて
検討する必要があったため、左記の検討日数を要した。

90日以内に諮問できなかった特段の事情

60日以内にできなかった特段の事情

年末年始で通常より繁忙であったことに加え、本処理以外にも
法令改正作業や予算編成作業等で多忙を極めていたため。

102

⑤　今年度に行った裁決・決定のうち、審査会の答申を受けた事案に係るものであって、答申を受けた日から裁決・決定までに要した日数が
  60日超のもの

H18.3.24

H17.12.6 117

件名 受付年月日 諮問した日 要した日数

人権侵犯事件記録 対象保有個人情報が膨大であったためH17.10.7 H18.1.6 91



　今年度中に提訴された事件

機関名 提訴年月日 裁判所 行政庁

社会保険庁 H17.10.6 大阪地方裁判所 社会保険庁

事件番号

平成１７年行（ウ）第170号


